
JP 5688983 B2 2015.3.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クランク軸を回転させてスライドを昇降させるサーボプレスとこのサーボプレスにワー
クを搬送するサーボ搬送装置とを備えたサーボプレスシステムにおいて、
　前記サーボプレスを振り子モーションでプレス運転可能に形成し、
　前記サーボ搬送装置に対する搬送運転指令情報をプレス構成要素の機械的動作状態に依
存して生成される第１搬送運転指令情報とそれに依存しないで生成される第２搬送運転指
令情報との２種類から形成し、
　前記振り子モーション中におけるプレス構成要素の現在動作状態が運動方向反転領域内
での動作であるか否かを判別可能に形成し、
　プレス構成要素の現在動作状態が運動方向反転領域内での動作状態でないと判別された
場合は前記第１搬送運転指令情報を利用し、運動方向反転領域内での動作状態であると判
別されたときには前記第２搬送運転指令情報を利用して前記サーボ搬送装置を搬送運転可
能に形成され、
　前記第１搬送運転指令情報が前記機械的動作状態である前記クランク軸の現在回転角度
に依存した現在回転角度情報であり、かつ前記第２搬送運転指令情報がプレス速度情報を
元に創成されかつ連続性が担保された創成回転角度情報である、サーボプレスシステム。
【請求項２】
　クランク軸を回転させてスライドを昇降させるサーボプレスとこのサーボプレスにワー
クを搬送するサーボ搬送装置とを備えたサーボプレスシステムにおいて、
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　前記サーボプレスをプレス運転指令情報に基づき振り子モーションでプレス運転可能に
形成し、
　プレス構成要素の機械的動作状態に依存して前記サーボ搬送装置に対する搬送運転指令
情報としての第１搬送運転指令情報を生成する第１搬送運転指令情報生成手段と、
　プレス構成要素の機械的動作状態に依存することなく前記サーボ搬送装置に対する搬送
運転指令情報としての第２搬送運転指令情報を生成する第２搬送運転指令情報生成手段と
、
　前記振り子モーション中におけるプレス構成要素の現在動作状態が予め設定された運動
方向反転領域内での動作状態であるか否かを判別する反転領域内動作判別手段と、
　プレス構成要素の現在動作状態が設定運動方向反転領域内での動作状態でないと判別さ
れた場合は前記第１搬送運転指令情報を前記サーボ搬送装置に出力し、設定運動方向反転
領域内での動作状態であると判別されたときには前記第２搬送運転指令情報を前記サーボ
搬送装置に切替出力する搬送運転指令情報切替出力手段とを設け、
　前記クランク軸の振り子モーション中におけるプレス構成要素の現在動作状態が運動方
向反転領域内の動作状態の場合に前記サーボ搬送装置の搬送運転動作の連続性を担保可能
に形成され、
　前記第１搬送運転指令情報生成手段が前記機械的動作状態である前記クランク軸の現在
回転角度に依存した現在回転角度情報を第１搬送運転指令情報として生成可能に形成され
、かつ前記第２搬送運転指令情報生成手段がプレス速度情報を元に創成されかつ連続性が
担保された創成回転角度情報を第２搬送運転指令情報として生成可能に形成されている、
サーボプレスシステム。
【請求項３】
　請求項２記載のサーボプレスシステムにおいて、
　前記現在回転角度情報を第１仮想回転角度に変換可能かつ前記創成回転角度情報を第２
仮想回転角度に変換可能に形成され、前記搬送運転指令情報切替出力手段は変換後の第１
仮想回転角度および第２仮想回転角度を選択的に切替出力可能に形成されている、サーボ
プレスシステム。
【請求項４】
　請求項２記載のサーボプレスシステムにおいて、
　前記第１搬送運転指令情報生成手段が前記機械的動作状態である前記スライドの現在位
置に依存した現在スライド位置情報を第１搬送運転指令情報として生成可能に形成され、
かつ第２搬送運転指令情報生成手段がプレス速度情報を元に創成されかつ連続性が担保さ
れた創成回転角度情報を第２搬送運転指令情報として生成可能に形成されている、サーボ
プレスシステム。
【請求項５】
　請求項２～４のいずれか１項に記載のサーボプレスシステムにおいて、
　前記第１搬送運転指令情報および第２搬送運転指令情報の相互間の切替え途中に第１搬
送運転指令情報および第２搬送運転指令情報の比率を変えて組合されたスムージング化搬
送運転指令情報を生成可能な切替スムージング化手段を設け、
　前記搬送運転指令情報切替出力手段は、該切替え途中に、切替スムージング化手段で生
成されたスムージング化搬送運転指令情報を前記搬送装置へ出力可能に形成されている、
サーボプレスシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　クランク軸を回転させてスライドを昇降させるサーボプレスとこのサーボプレスにワー
クを搬送するサーボ搬送装置とを備えたサーボプレスシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　プレス機械を代表例として、回転数一定のモータ、フライホイールを具備する従来プレ
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スとサーボモータの回転制御によりスライド昇降させるサーボプレスに大別した場合、ス
ライドモーションの相異は著しい。
【０００３】
　前者は、図６（Ｂ）に示すように、クランク軸の回転速度は一定であり、クランク機構
を介した後のスライドモーションは図６（Ａ）に示すように一定である。
【０００４】
　後者は、スライドモーションを自由自在に設定することができる。すなわち、１サイク
ル中にスライドを低速で変位させ、また所定位置で停止させることもできる。クランク軸
を任意の角度範囲内で往復回動運動させる、いわゆる振り子モーション（運動）を行わせ
ることもできる。したがって、プレス加工態様の多様性および生産性向上の点では、次の
比較から、後者が勝ること明白である。
【０００５】
　つまり、上記振り子モーションによるプレス運転は、図７（Ａ）に示すように、クラン
ク軸の回転角度を例えば６０°～１８０°～３００°の範囲で往復運動させる。クランク
軸の回転速度は、図７（Ｂ）に示すようになる。回転角度６０°、３００°で、スライド
位置は上限位置である。この上限位置は、回転角度が０°、３６０°における位置（上死
点位置）よりも低い。つまり、回転角度３００°～３６０°～６０°間の無駄な回転運動
（回転時間）を省くことができるから、回転角度１８０°（下死点位置）におけるプレス
加工回数を増大（サイクルタイムを短縮）することができる。
【０００６】
　ところで、サーボプレスの一層の普及拡大を図るには、運用上の実際問題をクリアーす
ることが大事である。実際問題の一つは、従来プレスに比較してスライド位置とクランク
軸の回転角度との相対関係の把握が難しいことである。例えば、図６（Ａ）に示す回転角
度０°（３６０°）においてスライド位置は上限位置（上死点位置）であると長年に渡り
認識していた者にとって、図７（Ａ）の如く、上限位置は回転角度が６０°および３００
°であるときの位置であり、その値は図６（Ａ）に示す上死点位置（値）とは異なる低い
位置（値）である。また、プレス運転中に回転角度が０°（３６０°）になることは無い
。さらに、複数の回転角度においてスライド位置が同である場合が生じ得る。これらに関
する事項を直感的に理解することは相当困難である。
【０００７】
　かくして、スライドモーション自体の設定作業、設定スライドモーションに対応するタ
イミング信号や同期信号の発生位置の設定作業や、ダイハイト調整作業が面倒で作業性が
低下する。他の従来プレス（スライド駆動機構が例えば上下直動構造である。）に慣れた
者にとっては、一段と面倒で作業ミスも発生し易い。
【０００８】
　この点に関しては、いわゆる仮想回転角度という概念を導入した改善策が提案（例えば
、特許文献１、特許文献２）されている。特許文献１は、スライドモーションの１ストロ
ークを３６０°に換算しかつ下死点を１８０°として分配換算したものを表示可能に形成
し、仮想回転角度で表示されたモーションカーブ上でタイミング設定変更等をできるよう
にしたものである。特許文献２は、スライド位置を仮想クランク角度に換算して表示する
。また、検出したスライド位置に対応する仮想回転角度を外部機器に出力するように形成
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平１１－２４５０９７号公報
【特許文献２】特開２００４－５８１５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
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　ところで、一層の生産性向上を図るにはプレス速度の一段の高速運転が必要である。と
同時に、干渉発生を確実に回避できなければならない。干渉問題は、プレス運転中におけ
るプレス側構成要素（部位）と搬送装置側要素（部位）との相対位置関係であるから、プ
レスと搬送装置との同期運転が重要である。
【００１１】
　ここに、サーボプレスシステムの制御方式に関し、個別制御方式は、プレスと搬送装置
とを別個に制御する方式なので、運転高速化および干渉回避のいずれの点からも問題が多
い。マスタースレーブ制御方式は、プレス側から検出した信号を搬送装置側に入力して搬
送装置を追従同期運転させる。総括管理制御方式は、同一信号に基づきプレスと搬送装置
とを同期並行運転させる。どの方式を採用するかは恣意的である。生産性を重視するか、
干渉回避を重視するかによって選択される場合が多い。
【００１２】
　いずれのシステム制御方式を採るにしても、生産性向上の観点からは上記振り子モーシ
ョンによる運転高速化が有効である。干渉回避の観点からすると、運転中のプレス側部位
の実際の挙動との関係において、搬送装置を運転させたいという要求は強い。
【００１３】
　さらに、同期信号の検出方法、検出個所、検出器の取付場所、信号生成回路方式などは
、多岐に渡る。搬送装置の構造、剛性、慣性の大きさ等々も種々である。かくして、サー
ボプレスシステムの普及拡大に伴う運用の実際において、予期せぬ状態が発生することが
ある。例えば、搬送装置との同期運転が一時的に不安定になり、運転停止となり、さらに
は機器変形や破損を引き起こす場合も生じ得る。
【００１４】
　本発明の目的は、高い生産性と確実な干渉回避を担保しつつ円滑な運転ができるサーボ
プレスシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　出願人の試験・研究によると、上記問題は振り子モーションによる運転の際に発生する
蓋然性が高いと確信する。
【００１６】
　すなわち、慣れ親しんだ従来プレスの場合は、図６（Ａ）～（Ｅ）に示す如く、クラン
ク軸の回転速度は一定であり、スライドモーションが一定である。そして、搬送運転指令
信号を１サイクル（０°～３６０°）ごとに更新しつつ常時出力すれば、所定の一定速度
で安定した搬送動作（アドバンス動作等）を行わせることができる。立上げ、立ち下げの
搬送速度コントロールも円滑で搬送装置側に無理な負担を掛けることがない。
【００１７】
　しかるに、サーボプレスでかつ振り子モーションの場合は、固有の技術事項（回転方向
反転時にプレス構成要素は一時停止する。その前後に極めて停止に近い状態がある。）が
存在する。かくして、同期信号の検出方法、検出個所、検出器の取付場所、信号生成回路
方式などの組合せによっては、円滑運転が阻害される事態が発生する。
【００１８】
　例えば、同期信号の検出個所をプレス構成部位（例えば、スライド位置、サーボモータ
、クランク軸など）としかつ検出方法が当該部位の実際の挙動を捉える方法とするととも
にその挙動（変化率）から信号生成する場合は、図７（Ａ）、（Ｂ）に示すように回転方
向反転時（６０°、３００°）にクランク軸は必ず一旦停止する。また、反転時を含むそ
の前後の反転領域では限りなく速度ゼロ（０）に近い状態となる。クランク軸の回転停止
は検出個所（例えば、サーボモータ）の停止に他ならない。
【００１９】
　したがって、図７（Ｃ）に示すように１サイクルごとに搬送指令信号を更新する回路方
式［図６（Ｃ）の場合と同様な方式］を採用したとすると、検出個所が停止状態であるか
ら検出信号に変化はない、つまり信号不連続となる。これは、プレス停止を意味すること
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から、搬送停止命令と判断される場合がある。すると、搬送装置側では、図７（Ｄ）に示
すように本来的には急速アドバンス動作されるべきところ、図７（Ｅ）に示す如くブレー
キ動作となる。すなわち、一旦停止・再起動状態（Ｑ）となるので、騒音発生や機器の変
形・破損を招く虞がある。もとより、円滑な運転が阻害され生産性が低下する。
【００２０】
　本発明は、干渉回避の観点から望まれる技術事項（プレス構成要素の実際挙動に依存し
て搬送装置との同期をとる。）を遵守しつつも、振り子モーションによるプレス運転時の
固有的問題発生時には搬送装置の連続円滑運転を優先して実行可能に構築されたものであ
る。換言すれば、本発明は、従来干渉発生はないものとして関心が薄くかつ見逃されてい
たプレス運転状態（スライドが上限位置乃至上死点位置にある。）において、振り子モー
ションの場合に限り発生する蓋然性が高くかつ発生すると被害が大きくなる問題点を、未
然解決するものである。
【００２１】
　詳しくは、請求項１の発明に係るサーボプレスシステムは、クランク軸を回転させてス
ライドを昇降させるサーボプレスとこのサーボプレスにワークを搬送するサーボ搬送装置
とを備えたサーボプレスシステムにおいて、サーボプレスを振り子モーションでプレス運
転可能に形成し、サーボ搬送装置に対する搬送運転指令情報をプレス構成要素の機械的動
作状態に依存して生成される第１搬送運転指令情報とそれに依存しないで生成される第２
搬送運転指令情報との２種類から形成し、振り子モーション中におけるプレス構成要素の
現在動作状態が運動方向反転領域内での動作状態であるか否かを判別可能に形成し、プレ
ス構成要素の現在動作状態が運動方向反転領域内での動作状態でないと判別された場合は
第１搬送運転指令情報を利用し、運動方向反転領域内での動作状態であると判別されたと
きには前記第２搬送運転指令情報を利用してサーボ搬送装置を搬送運転可能に形成され、
前記第１搬送運転指令情報が前記機械的動作状態である前記クランク軸の現在回転角度に
依存した現在回転角度情報であり、かつ前記第２搬送運転指令情報がプレス速度情報を元
に創成されかつ連続性が担保された創成回転角度情報である。
【００２２】
　請求項２の発明に係るサーボプレスシステムは、クランク軸を回転させてスライドを昇
降させるサーボプレスとこのサーボプレスにワークを搬送するサーボ搬送装置とを備えた
サーボプレスシステムにおいて、サーボプレスをプレス運転指令情報に基づき振り子モー
ションでプレス運転可能に形成し、プレス構成要素の機械的動作状態に依存してサーボ搬
送装置に対する搬送運転指令情報（第１搬送運転指令情報）を生成する第１搬送運転指令
情報生成手段と、プレス構成要素の機械的動作状態に依存することなくサーボ搬送装置に
対する搬送運転指令情報（第２搬送運転指令情報）を生成する第２搬送運転指令情報生成
手段と、振り子モーション中におけるプレス構成要素の現在動作状態が予め設定された運
動方向反転領域内での動作状態であるか否かを判別する反転領域内動作判別手段と、プレ
ス構成要素の現在動作状態が設定運動方向反転領域内での動作状態でないと判別された場
合は第１搬送運転指令情報をサーボ搬送装置に出力し、設定運動方向反転領域内での動作
状態であると判別されたときには第２搬送運転指令情報をサーボ搬送装置に切替出力する
搬送運転指令情報切替出力手段とを設け、クランク軸の振り子モーション中におけるプレ
ス構成要素の現在動作状態が運動方向反転領域内での動作状態の場合にサーボ搬送装置の
搬送運転動作の連続性を担保可能に形成され、前記第１搬送運転指令情報生成手段が前記
機械的動作状態である前記クランク軸の現在回転角度に依存した現在回転角度情報を第１
搬送運転指令情報として生成可能に形成され、かつ前記第２搬送運転指令情報生成手段が
プレス速度情報を元に創成されかつ連続性が担保された創成回転角度情報を第２搬送運転
指令情報として生成可能に形成されている。
【００２４】
　請求項３の発明は、現在回転角度情報を第１仮想回転角度に変換可能かつ回転角度指令
情報を第２仮想回転角度に変換可能に形成され、搬送運転指令情報切替出力手段が変換後
の第１仮想回転角度および第２仮想回転角度を選択的に切替出力可能に形成されている。
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【００２５】
　請求項４の発明は、第１搬送運転指令情報生成手段が機械的動作状態であるスライドの
現在位置に依存した第１搬送運転指令情報（現在スライド位置情報）を生成可能に形成さ
れ、かつ第２搬送運転指令情報生成手段がプレス速度情報を元に創成されかつ連続性が担
保された第２搬送運転指令情報（創成回転角度情報）を生成可能に形成されている。
【００２６】
　請求項５の発明は、第１搬送運転指令情報および第２搬送運転指令情報の相互間の切替
え途中に第１搬送運転指令情報および第２搬送運転指令情報の比率を変えて組合されたス
ムージング化搬送運転指令情報を生成可能な切替スムージング化手段を設け、搬送運転指
令情報切替出力手段は該切替え途中に切替スムージング化手段で生成されたスムージング
化搬送運転指令情報を搬送装置へ出力可能に形成されている。
【発明の効果】
【００２７】
　請求項１の発明によれば、高い生産性と確実な干渉回避を担保しつつ円滑な運転ができ
るサーボプレスシステムを提供することができる。
【００２８】
　請求項２の発明によれば、請求項１の発明の場合と同様な効果を奏することができるこ
とに加え、具現化が容易で、取扱いが簡単である。
【００２９】
　さらに、請求項１または２の発明によれば、第１および第２搬送運転指令情報の信頼性
を向上できかつサーボ搬送装置とサーボプレスとの同期運転を一段と安定化できる。また
、請求項３の発明によれば、各種の設定作業の安全性および確実性を向上でき、一段と取
扱が容易で作業ミスもなくなる。
【００３０】
　請求項４の発明によれば、請求項２の発明の場合と同様に第１および第２搬送運転指令
情報の信頼性を向上できかつサーボ搬送装置とサーボプレスとの同期運転を一段と安定化
できる。
【００３１】
　さらに、請求項５の発明によれば、ワーク搬送運転の一層の円滑化を達成できる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明に係るサーボプレスシステムを説明するためのブロック図である。
【図２】同じく、振り子モーションと仮想回転角度との関係を説明するための図である。
【図３】同じく、振り子モーションにおけるクランク軸回転速度等を説明するためのタイ
ミングチャートである。
【図４】同じく、第１搬送運転指令情報および第２搬送運転指令情報の切替動作を説明す
るためのタイミングチャートである。
【図５】同じく、第１搬送運転指令情報および第２搬送運転指令情報の切替動作を説明す
るためのフローチャートである。
【図６】従来プレスのクランクモーションを説明するためのタイミングチャートである。
【図７】サーボプレスの振り子モーションとその問題点を説明するためのタイミングチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００３４】
（第１の実施の形態）
　本サーボプレスシステムは、図１～図３に示す如く、プレス運転指令情報（Ｓｐｒｓ）
に基づき振り子モーションでプレス運転可能に形成され、第１搬送運転指令情報生成手段
（２８）と第２搬送運転指令情報生成手段２５と運動方向反転領域判別手段（３４）と搬
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送運転指令情報切替出力手段４０とを設け、クランク軸１２の振り子モーション中におけ
るプレス構成要素（１６）の現在動作状態（θｐａ）が運動方向反転領域（ＡＲ２）内で
の動作状態であるか否かに拘わらずサーボ搬送装置５０の搬送運転動作の連続性を担保可
能に形成されている。
【００３５】
　また、この実施の形態では、各手段（３１、３４、３８等）を設け、振り子モーション
を規定するクランク角度を仮想回転角度に変換し、取扱い容易としている。
【００３６】
　図１において、サーボプレス１０は、サーボモータ１６の回転制御によりクランク軸１
２を回転させてスライド１５を昇降させる。クランク軸１２はコネクティングロッド１３
とともにクランク機構１１を構成する。クランク軸１２を一方向に１回転させれば、スラ
イド位置を上死点位置（角度０°）から下死点位置（角度１８０°）に下降させ、さらに
上死点位置（角度３６０°＝０°）へ上昇させることができる。クランク機構１１の特性
として、クランク軸１２を一定の回転速度で回転させた場合のスライドモーションは、図
６（Ａ）に示す如くサイン波形状カーブとなる。
【００３７】
　サーボモータ１６の回転軸には、エンコーダ１８が連結されている。このエンコーダは
、光学格子を利用する光電方式で角度相当信号θｉｐを出力する。１回転当たり所定数パ
ルス（例えば、１００万パルス）を出力することができる。
【００３８】
　現在プレス動作状態検出器（回転角度検出器）２８は、エンコーダ１８からの角度相当
信号θｉｐを入力として回転角度（クランク角度）信号θｐａを生成出力する。現在プレ
ス動作状態（現在動作状態）を表す回転角度信号θｐａは、フィードバック信号Ｓｐａと
してプレスコントローラ２７に入力される。
【００３９】
　プレス制御部２０は、プレス運転に必要な諸元（例えば、ｓｐｍ、振り子角度等）の設
定や、記憶、制御および監視機能を持ち、サーボプレス全体管理を司る。プレス運転指令
部２１は、モーション選択器２２で選択されたモーション（通常モーション、振り子モー
ションあるいは一時停止モーション等）、振り子角度設定器２３で設定された振り子角度
（例えば、６０°、３００°）およびｓｐｍ設定器２４を用いて設定されたプレス速度［
ｓｐｍ…ストローク数（ｓ）／１分（ｍ）］に対応するスライドモーションを作成すると
ともに、作成された設定スライドモーションに従うプレス運転指令情報Ｓｐｓをプレスコ
ントローラ２７に出力する。プレス運転が実行される。
【００４０】
　プレス運転指令情報Ｓｐｓは目標値であり、一般的・観念的には、位置信号、角度信号
あるいは速度信号として選択形成されかつパルス信号として生成出力される。この第１の
実施形態では、クランク軸１２の回転角度を制御するためのプレス運転指令情報Ｓｐｓは
回転角度指令情報θｐｓの形で出力される。プレスコントローラ２７において、目標値（
Ｓｐｓ＝θｐｓ）とフィードバック信号Ｓｐａ（現在回転角度情報θｐａ）とが比較され
る。つまり、クローズループ角度制御系を形成する。
【００４１】
　かくして、振り子モーションを選択し、運動（回転）方向反転角度つまり振り子角度（
例えば、６０°および３００°）を設定すれば、図３（Ａ）、（Ｂ）［図７（Ａ）、（Ｂ
）の場合と同様。］に示すように、設定振り子モーション（２つの設定振り子角度６０°
、３００°間でクランク軸１２を往復回動変位させる。）でプレス運転することができる
。２つの設定振り子角度は、下死点（１８０°）を中心に左右等角（上記の場合は、１２
０°、１２０°）としなくてもよい。プレス速度は、設定ｓｐｍで決まる。
【００４２】
　なお、クランク軸１２とサーボモータ（回転軸）１６との間、サーボモータ（回転軸）
１６とエンコーダ１８との間に、それぞれ減速機を設けてもよい。この際は、減速比に関
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する換算が必要である。
【００４３】
　サーボ搬送装置５０は、サーボプレス１０にワーク（材料）を搬入し、プレス加工後の
ワーク（半製品乃至製品）を次段（後置のサーボプレス乃至ストックヤード）へ搬出する
。このサーボ搬送装置５０は、この実施形態の場合は、図３（Ｄ）に示すクランプ動作（
ワーク把持）、リフト動作、アドバンス動作（ワーク搬送方向に移行）、ダウン動作、ア
ンクランプ動作およびリターン動作（ワーク搬送方向と逆方向に移行）を所定のシーケン
スに従って実行可能な３次元搬送方式である。なお、２次元搬送方式でも実施可能である
。
【００４４】
　３次元搬送方式におけるアドバンスおよびリターン動作用のみを示した図１において、
サーボモータ５６は図示しないアドバンス・リターン動作用駆動軸（フィーダ軸）を回転
制御する。このサーボモータ５６の回転軸には、エンコーダ５８が連結されている。この
エンコーダ５８は、光学格子を利用する光電方式で角度相当信号θｉｔを出力する。１回
転当たり所定数パルスを出力することができる。
【００４５】
　現在搬送動作状態検出器（回転角度検出器）６８は、エンコーダ５８からの角度相当信
号θｉｔを入力としてフィーダ軸の回転角度に対応する回転角度信号θｔａを出力する。
現在搬送動作状態（現在動作状態）を表す回転角度信号θｔａは、フィードバック信号Ｓ
ｔａとして搬送コントローラ６７に入力される。
【００４６】
　搬送コントローラ６７には、目標値Ｓｔｓとしての搬送運転指令情報Ｚが入力される。
この搬送運転指令情報Ｚは、搬送運転（アドバンス動作、リターン動作）をプレス運転（
スライド昇降動作）に同期させて行わせるための搬送運転指令信号であり、プレス側構成
要素（部位）と搬送装置側構成要素（部位）との衝突（干渉）を回避するために重要であ
る。
【００４７】
　ここに、干渉問題は、プレス側構成要素（部位）と搬送装置側構成要素（部位）との機
械的相対位置の問題であるから、搬送運転指令情報Ｚはプレス運転中におけるプレス側構
成要素（部位）の実際動作状態に対応する情報から生成するのが好ましい。具体的には、
プレス構成要素（例えば、スライド１５、クランク軸１２、サーボモータ１６等）やその
部位の挙動、つまりサーボプレス１０の機械的動作状態に依存して生成する。
【００４８】
　この実施の形態では、精度的、経済的事情を考慮しつつ技術的特性（応答性および安定
性）の観点から、搬送運転指令情報Ｚは、サーボモータ１６に連結されたエンコーダ１８
の出力とされている。詳しくは、現在プレス動作状態検出器（回転角度検出器）２８で信
号処理生成されたクランク軸１２の回転角度（現在動作状態）を表す回転角度信号θｐａ
をもって搬送運転指令情報Ｚとしている。
【００４９】
　この搬送運転指令情報Ｚ（＝回転角度信号θｐａ）の信号形式としては、これを搬送コ
ントローラ６７に直接入力しても搬送運転制御可能に形成されているが、このままでは振
り子モーションによるプレス運転が実行された場合の特殊事情（クランク軸１２の反転時
の一時停止状態）に伴う問題発生が懸念される。
【００５０】
　すなわち、運動（回動）方向が反転し終わるまでには、クランク軸１２は、物理的に必
ず一旦は停止状態となる。そして、搬送運転指令情報Ｚ（回転角度信号θｐａ）は、プレ
ス構成要素（１２）の機械的動作状態（回転角度変化）に依存して生成されるものと形成
されている。したがって、クランク軸１２の運動方向反転時には、図７（Ｂ）、（Ｃ）に
示すように回転角度信号θｐａが不連続となる。これは信号消失状態乃至プレス停止状態
を意味する。つまり、サーボモータ５６は、図３（Ｂ）に示す如く回転進行できず停止状
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態とみなされる。
【００５１】
　一方、クランク軸１２の運動方向反転時におけるスライド１５は、図３（Ａ）に示すよ
うに上限位置にある。かかる場合は干渉発生の心配が全く無い。そこで、アドバンス動作
は、最高速度で連続搬送動作となるように形成されている。したがって、従来のサーボプ
レスシステムの場合と同様に、回転角度信号θｐａの不連続化現象によりモータ急停止状
態（ブレーキ状態）になってしまうと、搬送（アドバンス・リターン）装置５０の大きな
機械的慣性によって各所に過大な衝撃を与える。構成要素やそれら各部位の変形や破損を
招く虞がある。大騒音ともなり得るばかりか、生産性を著しく低下させる。これら問題や
不具合は、搬送速度を高速化すればするほど発生し易く、被害も大きくなる。
【００５２】
　また、プレス側の回転角度検出器２８、搬送装置側の搬送コントローラ６７等が信号変
化率を重視した信号処理方式とされている場合や、回転角度信号θｐａの発信周波数が高
くあるいは１パルス信号当たりの角度分解能が高くなればなる程に、上記問題が発生し易
い。さらに、各手段の性能・特性やそれらの組合せ如何によって問題が起きる場合と起き
ないときがある。したがって、システム・装置の構築後や運用開始後に、発生してしまっ
た問題の解決を図ることは、大きなリスクを負うことになる。つまり、事前に検討吟味し
て対処しておくべき課題であると理解される。
【００５３】
　かくして、本発明では、上記問題解決のための各手段（２８、２５、３４、４０）を導
入してサーボ搬送装置５０の搬送運転動作の連続性を担保可能に形成してある。
【００５４】
　第１搬送運転指令情報生成手段は、プレス構成要素の機械的動作状態に依存してサーボ
搬送装置５０に対する搬送運転指令情報（第１搬送運転指令情報）を生成する手段である
。プレス構成要素の機械的動作状態に依存して情報を生成するとは、サーボプレス１０の
実際運転進行に伴うプレス構成要素の電気的、機械的動作のうちの機械的な動作状態を捉
えてそれに対応する情報を生成するという限定的な意味である。実際のプレス運状態を元
に搬送運転の同期性向上を企図する。
【００５５】
　この実施の形態では、第１搬送運転指令情報生成手段を、上記した現在プレス動作状態
検出器（回転角度検出器）２８から形成し、機械的動作状態であるクランク軸１２の現在
回転角度θｉｐに依存して第１搬送運転指令情報（現在回転角度情報θｐａ）を生成する
。
【００５６】
　この第１搬送運転指令情報（現在回転角度情報θｐａ）は、第１仮想回転角度生成手段
３１により、図１、２，４，５に示す第１仮想回転角度Ｙに変換される。第１仮想回転角
度生成手段３１は、プレス制御部２０において設定・記憶された振り子モーション用の左
右動作角度θｒ、θｌ（例えば、６０°、３００°）を読み出して振り子範囲θｌｒ（＝
θｌ－θｒ＝２４０°）を算出しつつ、第１仮想回転角度Ｙを算出する。算出式は、Ｙ＝
３６０°－（３００°－Ｘ）×（３６０°／θｌｒ）である。Ｘは、６０°～３００°内
の任意の角度である。
【００５７】
　因みに、Ｘ＝６０、９０，１２０，１５０，２１０，２４０，２７０，３００°である
場合は、Ｙ＝０，４５，９０，１３５，２２５，２７０，３１５，３６０°と換算される
。もとより、Ｘ＝１８０°で、Ｙ＝１８０°となる。
【００５８】
　第２搬送運転指令情報生成手段は、プレス構成要素の機械的動作状態に依存することな
くサーボ搬送装置５０に対する搬送運転指令情報（第２搬送運転指令情報）を生成する手
段である。第１搬送運転指令情報のように機械的動作状態に依存させないので、情報（信
号）の連続性がある限りにおいて、プレス構成要素の電気的動作状態に依存して第２搬送
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運転指令情報を生成しても、格別に設けた信号発生器の出力信号を利用して第２搬送運転
指令情報を生成可能に形成してもよい。
【００５９】
　この実施の形態の場合、第２搬送運転指令情報生成手段２５は、設定されたプレス速度
情報（ｓｐｍ）を元に創成した創成回転角度情報（第２搬送運転指令情報）θｓｐｍを生
成出力可能に形成されている。創成回転角度情報（第２搬送運転指令情報）θｓｐｍは、
連続性が担保された信号である。
【００６０】
　例えば、設定プレス速度が３０ｓｐｍで、制御回路（２５）の払出時間が１ｍｓの場合
、クランク軸１２の１回転当たりの払出回数は２０００回であるから、１回の払出で０．
１８度（°）に相当する創成回転角度情報θｓｐｍを連続生成出力するように形成する。
つまり、払出ごとの同期角度変化量は、０．１８°である。
【００６１】
　すなわち、同期角度変化量（０．１８°）を細分化する複数パルス信号を払出期間（図
４のＴ＝０～Ｔ５）中にスキャン出力すれば、クランク軸１２の運動方向反転時（停止時
）においても連続する創成回転角度情報θｓｐｍを確実に発生させることができるわけで
ある。創成回転角度情報θｓｐｍの１パルス当たりの回転角度（分解能）は、エンコーダ
１８および回転角度検出器２８の性能上から出力し得る回転角度信号θｐａの分解能と整
合するように決められる。例えば、０．０５°である。
【００６２】
　この第２搬送運転指令情報（創成回転角度情報θｓｐｍ）は、第２仮想回転角度生成手
段３８により、図１、２，４，５に示す第２仮想回転角度Ｙ’に変換される。図１の仮想
回転時間算出手段３４から出力される仮想回転時間Ｔがゼロ（０）となるごとにリセット
・再生成される。つまり、図４に点線で示すように、１サイクル毎（例えば、３００°）
ごとに更新生成される。
【００６３】
　図４において、第２仮想回転角度Ｙ’は、横軸の仮想回転時間Ｔが“０”から“Ｔ５”
までかつ仮想回転角度が“０”から“３６０°”まで、点直線で示したように一定パルス
間隔で連続出力される。対する第１仮想回転角度Ｙは振り子モーション運転に応じたもの
であるから、干渉域ＡＲ１内では実直線で示すようになるが非干渉域ＡＲ２内では曲線形
状となる。この図４は主にスムージング化を説明するための図であることから、作図上、
反転時（Ｔ＝０、Ｔ＝Ｔ５）およびその直近においても第１仮想回転角度Ｙが出力されて
いるように見えるかもしれないが、実際には運動方向反転直近領域ＡＲ２２でかつ反転時
に極近いところでは不連続（出力停止状態）となっている。
【００６４】
　この仮想回転時間算出手段３４は、この実施の形態では、反転領域内動作判別手段（非
干渉領域判別手段）をも形成する。なお、この仮想回転時間算出手段３４、仮想回転角度
切替出力機能およびスムージング化機能を説明するに先立ち、図３、図４に示す符号を説
明して置く。
【００６５】
　ＡＲ１は、干渉領域（アンクランプ動作→リターン動作→クランプ動作）で、プレス構
成要素と搬送装置構成要素との干渉が発生する虞の強い領域である。ＡＲ２は、非干渉領
域（リフト動作→アドバンス動作→ダウン動作）で、プレス構成要素と搬送装置構成要素
との干渉が発生する虞がない領域である。
【００６６】
　この非干渉領域ＡＲ２は、運動方向反転領域であり、さらに細分化（ＡＲ２１、ＡＲ２
２、ＡＲ２３）される。運動方向反転直近領域ＡＲ２２は、反転時（６０°、３００°）
を中心としたクランク軸１２（スライド１５）の極低速運動領域である。ＡＲ２１，ＡＲ
２３は、前・後スムージング領域である。
【００６７】
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　なお、図４は横軸が仮想回転時間（Ｔ）で縦軸が仮想回転角度（°）あるので、前スム
ージング化領域ＡＲ２１、後スムージング化領域ＡＲ２３は、図３（Ａ）、（Ｃ）の場合
と左右逆となる。
【００６８】
　反転領域内動作判別手段（３４）は、振り子モーション中におけるプレス構成要素（ク
ランク軸１２）の現在動作状態（現在プレス動作状態）が予め設定された運動方向反転領
域（非干渉域）ＡＲ２内での動作状態であるか否かを判別する手段で、仮想回転時間算出
手段３４で算出された仮想回転時間Ｔの値をもって判別する時間管理判別方式である。図
４において、仮想回転時間（Ｔ）が（Ｔ＝０～Ｔ２）および［Ｔ＝Ｔ３～Ｔ５（＝０）］
の場合に、運動方向反転領域（非干渉域）ＡＲ２内であると判別する。
【００６９】
　搬送運転指令情報切替出力手段４０は、反転領域内動作判別手段（３４）によってプレ
ス構成要素（クランク軸１２）の現在動作状態（θｐａ）が設定運動方向反転領域（非干
渉域ＡＲ２）内での動作状態でないと判別された場合は、第１搬送運転指令情報（Ｙ＝Ｚ
）をサーボ搬送装置５０（搬送コントローラ６７）に出力する。
【００７０】
　具体的には、現在動作状態（θｐａ）に相当する第１仮想回転角度Ｙから算出された仮
想回転時間Ｔの値により設定運動方向反転領域（ＡＲ２）内でないと判別された場合（つ
まり、干渉域ＡＲ１内である。）に、図４に実線で示す第１仮想回転角度Ｙ（＝Ｚ）を、
そのまま搬送コントローラ６７に出力する（図５のＳＴ１５）。
【００７１】
　一方、反転領域内動作判別手段（３４）によって設定運動方向反転領域（非干渉域ＡＲ
２）内での動作状態であると判別されたときには、搬送運転指令情報切替出力手段４０は
、第２搬送運転指令情報（Ｙ’＝Ｚ）をサーボ搬送装置５０（６７）に切替出力する。
【００７２】
　具体的には、第１仮想回転角度Ｙから算出された仮想回転時間Ｔの値により設定運動方
向反転領域（ＡＲ２）内であると判別された場合は、図４に点線で示された第２仮想回転
角度Ｙ’（＝Ｚ）を、搬送コントローラ６７に出力する（図５のＳＴ１１、ＳＴ１８）。
【００７３】
　プレス構成要素の機械的動作状態に依存する第１仮想回転角度Ｙから連続性が担保され
た第２仮想回転角度Ｙ’に切替える必要性は、本来的には、図３（Ｃ）、（Ｄ）に示す運
動方向反転直近領域ＡＲ２２だけで十分である。しかし、第１仮想回転角度Ｙから第２仮
想回転角度Ｙ’に切替える時点（図４のＴ３またはＴ４）および第２仮想回転角度Ｙ’か
ら第１仮想回転角度Ｙに切替える時点（図４のＴ１またはＴ２）において、両者Ｙ、Ｙ’
間の角度相当信号値の差が常に小さいという保障はない。
【００７４】
　つまり、サーボプレス１０、サーボ搬送装置５０の構築内容や、運用状況等々によって
は、搬送運転指令情報切替出力手段４０の時間管理方式のみで切替出力制御したとすると
、比較的に大きな電気的、機械的ショックが発生し、また円滑な運転が中断される虞があ
り得る。
【００７５】
　そこで、搬送運転指令情報切替出力手段（仮想回転角度切替出力手段）４０は、切替え
途中に、切替スムージング化手段４７で生成されたスムージング化搬送運転指令情報（Ｚ
）をサーボ搬送装置５０へ出力可能に形成されている。
【００７６】
　切替スムージング化手段４７は、第１搬送運転指令情報および第２搬送運転指令情報の
相互間の切替え途中に、第１搬送運転指令情報（第１仮想回転角度Ｙ）および第２搬送運
転指令情報（第２仮想回転角度Ｙ’）の比率を変えて組合されたスムージング化済である
図４に太実線で示す搬送運転指令情報Ｚを生成出力する（図５のＳＴ１３、ＳＴ１７）。
【００７７】
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　図４、図５において、仮想回転時間ＴがＴ１未満である場合（ＳＴ１０でＹＥＳ）は、
点線で示す第２仮想回転角度Ｙ’（＝Ｚ）が出力される（ＳＴ１１）。従って、図４の時
刻Ｔ＝０で示された運動方向反転時とその前段階の直近低速運動域内において、第１仮想
回転角度Ｙがゼロ（０）乃至限りなくゼロ（０）に近い値であるためにサーボモータ５６
が回転停止する虞が生じたとしても、第２仮想回転角度Ｙ’（＝Ｚ）に切替済みであるか
ら、これら問題を一掃することができる。
【００７８】
　仮想回転時間ＴがＴ４以上（およびＴ＝Ｔ５）である場合（ＳＴ１６でＮＯ）も、点線
で示す第２仮想回転角度Ｙ’（＝Ｚ）が出力（ＳＴ１８）されているので、問題はない。
【００７９】
　仮想回転時間ＴがＴ２を超えかつＴ３未満の場合（ＳＴ１４でＹＥＳ）は、干渉域ＡＲ
１であるから、第１仮想回転角度Ｙが出力される（ＳＴ１５）。
【００８０】
　仮想回転時間ＴがＴ１を超えかつＴ２未満の場合（ＳＴ１２でＹＥＳ）は、仮想回転時
間Ｔの進行に伴って漸次減少する第２仮想回転角度Ｙ’成分と漸次増大する第１仮想回転
角度Ｙ成分との組合せである太実線の仮想回転角度Ｚが出力される（ＳＴ１３）。仮想回
転時間ＴがＴ３を超えかつＴ４未満の場合（ＳＴ１６でＹＥＳ）は、仮想回転時間Ｔの進
行に伴って漸次減少する第１仮想回転角度Ｙ成分と漸次増大する第２仮想回転角度Ｙ’成
分との組合せである太実線の仮想回転角度Ｚが出力される（ＳＴ１７）。
【００８１】
　切替時間Ｔｃは、図１のスムージング化時間設定手段４８を用いて設定変更される。す
なわち、連続性が担保された第２仮想回転角度Ｙ’で搬送運転させるべき運動方向反転直
近領域ＡＲ２２および前・後スムージング領域ＡＲ２１，ＡＲ２３の範囲を、当該システ
ムおよび振り子モーション運転に最適範囲に設定した運用ができる。
【００８２】
　しかして、この実施の形態によれば、振り子モーションでプレス運転可能なサーボプレ
ス１０とサーボ搬送装置５０とを具備するサーボプレスシステムにおいて、搬送運転指令
情報をプレス構成要素（１６）の機械的動作状態に依存して生成される第１搬送運転指令
情報（θｐａ）とそれに依存しないで生成される第２搬送運転指令情報（θｓｐｍ）との
２種類から形成し、プレス構成要素の現在動作状態が運動方向反転領域内での動作状態で
ない場合は第１搬送運転指令情報Ｙを利用し、動作状態であるときには第２搬送運転指令
情報Ｙ‘を利用してサーボ搬送装置５０を搬送運転可能に形成されているので、高い生産
性と確実な干渉回避を担保しつつ円滑な運転ができるサーボプレスシステムを提供するこ
とができる。
【００８３】
　第１搬送運転指令情報生成手段（２８）と第２搬送運転指令情報生成手段２５と反転領
域内動作判別手段（３４）と搬送運転指令情報切替出力手段４０とを設け、クランク軸１
２の振り子モーション中におけるプレス構成要素の現在動作状態が運動方向反転領域内で
の動作状態であるか否かに拘わらずサーボ搬送装置５０の搬送運転動作の連続性を担保可
能に形成されているので、具現化が容易で、取扱いが簡単である。
【００８４】
　第１搬送運転指令情報生成手段（２８）が現在回転角度情報θｐａを第１搬送運転指令
情報Ｙとして生成可能で、第２搬送運転指令情報生成手段２５がプレス速度情報ｓｐｍを
元に創成されかつ連続性が担保された創成回転角度情報θｓｐｍを第２搬送運転指令情報
Ｙ‘として生成可能に形成されているので、第１および第２搬送運転指令情報の信頼性を
向上できかつサーボ搬送装置５０とサーボプレス１０との同期運転を一段と安定化できる
。
【００８５】
　搬送運転指令情報切替出力手段４０が現在回転角度情報θｐａを変換した第１仮想回転
角度Ｙおよび創成回転角度情報θｓｐｍを変換した第２仮想回転角度Ｙ’を選択的に切替
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出力可能に形成されているので、各種の設定作業の安全性および確実性を向上でき、一段
と取扱が容易で作業ミスもなくなる。
【００８６】
　搬送運転指令情報切替出力手段４０が切替え途中に切替スムージング化手段４７で生成
されたスムージング化搬送運転指令情報Ｚを搬送装置５０へ出力可能に形成されているの
で、ワーク搬送運転の一層の円滑化を達成できる。
【００８７】
　また、スムージング化時間設定手段４８を設けて切替時間Ｔｃの時間長を設定変更可能
に形成されているので、当該構成および当該運転態様に対する適応性が広くかつ一段と取
扱いがよい。
【００８８】
（第２の実施の形態）
　この実施の形態の基本的構成・機能は第１の実施形態の場合（図１～図５）と同様であ
るが、第１搬送運転指令情報生成手段が取扱う情報（信号）が第１の実施形態の場合とは
異なる。
【００８９】
　すなわち、プレスコントローラ２７は、プレス運転指令情報Ｓｐｓ（スライド位置指令
情報Ｐｐｓ）を目標値、スライド位置指令情報Ｐｐａをフィードバック信号としてサーボ
モータ１６を回転制御してスライド位置を昇降変位調整するクローズループ位置制御系を
形成する。第１搬送運転指令情報（Ｓｔｓ）は、基本的には、スライド位置指令情報Ｐｐ
ａから形成されている。
【００９０】
　つまり、プレス運転指令部２１は、第１の実施形態の場合（回転角度指令情報θｐｓ）
と異なり、スライド位置指令情報Ｐｐｓを出力可能に形成されている。また、現在プレス
動作状態検出器２８は、第１の実施形態の場合（回転角度検出器）と異なり、スライド位
置検出器として形成され、現在スライド位置情報Ｐｐａを生成出力する。
【００９１】
　すなわち、第１搬送運転指令情報生成手段は、現在プレス動作状態検出器（スライド位
置検出器）２８から形成され、エンコーダ１８から入力される現在回転角度θｉｐを所定
処理して、当該現在回転角度θｉｐに対応する現在スライド位置情報Ｐｐａを生成出力す
る。つまり、第１搬送運転指令情報生成手段（現在プレス動作状態検出器２８）は、機械
的動作状態であるスライド１５の現在位置Ｐｉ（これに対応する回転角度θｉｐとして検
出される。）に依存した現在スライド位置情報Ｐｐａを第１搬送運転指令情報として生成
可能に形成されている。
【００９２】
　もっとも、第１搬送運転指令情報手段（２８）は、スライド１５に直接または間接的に
関与して現在スライド位置Ｐｐａを検出できればよいので、例えば、昇降するスライドの
変位を光電検出する光電直動変位検出手段から形成するようにしてもよい。
【００９３】
　サーボ搬送装置５０の搬送運転のみを考える場合は、目標値（現在スライド位置Ｐｐａ
）を搬送コントローラ６７に直接入力して搬送制御することができる。この際は、現在搬
送状態検出器６８を現在スライド位置Ｐｐａに対応する現在搬送位置Ｐｔａを出力可能に
形成し、この現在搬送位置Ｐｔａをフィードバック信号としても実施する。
【００９４】
　しかし、この実施形態においても、振り子モーション角度を仮想回転角度に変換するの
で、第１の実施形態の場合と同様に、目標値Ｚ（Ｓｔｓ）を搬送コントローラ６７に入力
し、かつ現在搬送状態検出器６８からの現在搬送位置Ｐｔａをフィードバック信号として
搬送運転する。
【００９５】
　第１仮想回転角度Ｙを生成出力する第１仮想回転角度生成手段３１には、入力される第
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１搬送運転指令情報（現在スライド位置情報Ｐｐａ）をこれに対応する回転角度情報θｐ
ａに換算する機能が設けられている。第１実施形態の場合とは、この機能追加の点が異な
る。
【００９６】
　すなわち、第２仮想回転角度Ｙ’を生成出力する第２仮想回転角度生成手段３８、仮想
回転角度算出手段（反転領域内動作判別手段）３４、搬送運転指令情報切替出力手段４０
および切替スムージング化手段４７の構成・機能は、第１の実施形態の場合と同様に形成
されている。
【００９７】
　しかして、この実施の形態によれば、第１の実施形態の場合と同様に、第１および第２
搬送運転指令情報の信頼性を向上できかつサーボ搬送装置５０とサーボプレス１０との同
期運転を一段と安定化できる。また、第１の実施形態の場合と比較して、スライド位置指
令情報Ｓｐｓおよび現在スライド位置情報Ｓｐａを採用するサーボプレス（システム）に
対する導入が簡単である。
【００９８】
　つまり、サーボプレス１０およびサーボ搬送装置５０の駆動制御上の信号を位置信号と
して構築し、各種設定等に関しては仮想回転角度方式を採用したいとする要請に応えるシ
ステムを提供できる。
【符号の説明】
【００９９】
　１０　サーボプレス
　１２　クランク軸
　１５　スライド
　１６　サーボモータ
　１８　エンコーダ
　２０　プレス制御部
　２１　プレス運転指令部
　２５　第２搬送運転指令情報生成手段
　２７　プレスコントローラ
　２８　現在プレス動作状態検出器（現在回転角度検出器、現在スライド位置検出器）
　３１　第１仮想回転角度生成手段
　３４　仮想回転時間算出手段（反転領域内判別手段）
　３８　第２仮想回転角度生成手段
　４０　搬送運転指令情報切替出力手段（運動方向反転領域判別手段）
　４７　切替スムージング化手段
　５０　サーボ搬送装置
　５６　サーボモータ
　５８　エンコーダ
　６７　搬送コントローラ
　６８　現在搬送動作状態検出器（現在搬送回転角度検出器、現在搬送位置検出器）
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